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14f'ff 1¥'i: B ~1220 ~} 

、F成14'f!三9! 12611 

畜産草地研究所動物実験指針

fti1.:.i'l•＇？地研究所における動物実験は 桁11g業の'J在IJ:IJ&

び帝政のfiJf究活動を支えるヴ〔'!l!な子段である。こうした

助物克験を実施するに、月たっては.1t-.,1・t,'r＇，：地liJf’先の一般

JJj(l!rJに従い.'X！.験の諸条｛’1：にrn必：する必官がある ー｝J.

動物制M：の lfilli.＇.~から動物の’t命を咋唱し ．動物にできる

｜民り，＇，＇，＇桁をうえない抽出 UJ1必涯である そこで。帝政平地

研究所 （以ド， (ijf究所という ）では．研究所において

行われる動物＇）f臓が， l正に純行されている「動物lの愛誰

及び杭刊1に附する法fltJ.「＇J.f！験動物の倒産及び｛以竹：に｜対

する J,H色（総JIIUff 内ノJ~ ） J.「店業動物の自ii]i'Vえびi別キに

｜民jするJ,Hri（総Jlll)f:f:•t ！）之）J，「動物の処分｝j法に！品lする

指針（総門Ui:f(J：；－ポ）」のJ必本的条件を渦たすものでなけ

ればならないとの認誠に、kち．ここに／i)f究所における動

物完験指針（以下．「指針」という ＇ ）を以 ドのように定

める。

（｜｜的）

抗 J：条 この折針は. (ijf究所における動物実験に｜刻して

i並守すべき・，~.rt’iを定め．料·？ I・.＆ひ’動物九日ii:I: 

j菌 1Eな実験の’·~胞を I-xi ることを｜ ｜ 的とする

（動物克服委日会）

第 2条 このJ行手｜・の’kl.胞にi刻する・J~J'.fi を’Ii¥ ，！義し ．そのj曲

切な辺川を｜ヌ｜るため＇ iti Jl1；日ti!!(i)f究所,Jj)J物実験

委l.l会（以ド I 「安C.l会」と いう）をii'Lく

2. 安t」会に｜品l して必＇ll! な’J~Jfiは別に定める

（適川純111'1)

前3条 このfi刊I・は./iJ「先JiJrにおいてlrわれる.f'l'fl五ill!)

物（以 1，・動物）をJllt、た 「克服！助物lの制法＆び

1!1：侶－に｜生｜する J山~Ii （総Jll!Jrl？；・ぷ）Jが過川され

る実験と. r ，，~Lt動物のfinl追及びf!t：符にI民lする

),HI¥ （総.l'Jl/{,f1'111J~) Jがj直川される実験を合む

令eての実験（以 F動物実験）にi必川する

（克~~.i i一 1u1i)

出4条 'JI験行は ）ミ験のft!IIHをli)f究11的に必'!.tiなJi,l:,j 

｜出l主にとどめるため．適正なfJtJ.:助物の選択及

び実験Ji法の検汗Iをfrい.；盛臨な削m~1境ヤ｝；の

条「｜＝をi確保しなければならない

2. ’克服首は， (JtI試動物の選以に、＇ 1たって実験［｜的に

適した！助物のi'ir,Ffi＆び系統の選定．実験の制度＆

び1lJJJ.l.性をlr.{ iする！助物数，遺伝学的・微生物学

的Mt't、lf~ぴに命Ji1条件に｜ウ，｝，＇：；・ほしなければなら

ないn

3. ~！験1iは．作成した実験『H1111jを委員会の与とめる総

ょに従ってJ,11け，＇l＇，.安口会の If(認を何なければな

らなL

4.’X峨削j ，必盟に応じ.1.H1会の叫jI~·又は指導を

仰ぐなど．イT効・適切な）ミ般を行うようううめなけ

れ｛ぎならない

（’l坊主動物の1世J,it＆び悩卜11：の保持）

出 5条 実験／：;-1.立び動物fl司fft:l ／ま．協）Jして施，l1占在びに

l次牧地の適切な維持管J-lJl及び適切な制長竹内を

通して1i/J物のi辿J,jf及びh',¥?11：の保持に勿めなけれ

ばならない

2. ’長験お＆び動物~ti,iJf,'tJ l正.11J)Jして!fJ]J物導入11！，，か

ら’）ミ~予定終 f11.'iに寸｛る全てのJYll/'ilにわたって!V.)J物の

他山状態をJ附 ｜｜に！必然し， ［辿l,)f及びN,lトrl:O）保持の

ため適切な処ii"1＇.を胞さ なければならないー

3. 克服れは．克服Jirt.及び実験成約の記録はもとよ

り．制貸出I立の条「l:';l'j；についても，le鉱し. f栄作し

なければならなl

（＇）三級品作）

第6条 rjf験 f'，は.ffiのす争rJf験において利乍 I：；歯切な）三験

N，イ1，を施さなければならないが。 . Ji.動物M

M：の／＠l!.'.Zti、ら. ！］！））物に小必世：な ，＇•'i捕を ＇j-えない

よう配I.＆しなければならない また t ’X験牒11ミ

IIキII.IIの1.＼－／おおに )5・J.＆.しなければならない

このため実験前は 4 刷物fI,¥fll:I：の｜山口組につい

てもUitが生じたときは．委l，）会に1：リ｜析を；J之めな

けれ！まならない

( J. 'r~；j叶；）

;,,n 7条 ソミ峨行lま.')f蛾 ｜：の必要性から子術咋を'ri'う｝£｝

介は．実験の け （（~に文附を及ぼさない範｜！？｜で．
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適切な麻酔仰lあるいは鎖的怖l等を投り・あるいは

適切な保定によって．助物にできる｜民り内1i1"iを

ワーえないように勿めなければならない

2. ~！f1-t；は＋処1N11J，；に適切なii与,lよ又は滅的を1j・い．

感染予防の処置を講じなければならない。 ·Jミ！~長！い

に生じたJ,JYJせぬrJi）夜や隙主に対しては．述やか

に処；；そを胞し．委l」会に報告しなければならない

（実験終（I上＼：の処JIH)

~i 8条 ＇）ミ持~Iiは白’Jf臓を終 fi去．処iげの彬枠がなくな

るまで動物の保，；告・ j＇.必tなどに何日［むしなければ

ならない。実験を終 fした動物を殺処分すると

きは，致死日以上の麻酔柴の投＇ :i・>lは仙の適切

な｝；｝t.によって．｛命月！的観点からできるIll｛り白

川iをうえないように労めなければならない令

2. ＇）~験~－は， ill/）物の死体・英／IJ（又は：11\ ！込7i；によって．

人の他／~Ji及び~， ，＿荊現j党がmなわれないようにううめ

なければならない。

3. 主！験j1fは，克験終 l’i去に委H会の定める線式によ

る蝦；＇ri.!Jを胞／Hしなければならない。また．次年

度にまたがる実験においては年度末にも脱出する

ものとする

（研究成月Jの公よ）

訂19条 研究成以の論文発哀ーに当たっては． 必要に応じ

附 Jllj

て本指針に従って実験を遂行したことを｛、j・，｛じす

る。

（折針の変叫守：）

1 この折11・0）~恒＇：1：：については．委同会の議を料て行II

長会織の／作認をuるものとする

2 この折針は．平成14fr',9 rJ251 Iから施iけ”る

参 与

動物の愛諮及び符：聞に｜長｜する法fl!（、l'-1&:11年法律第221

った験動物の飼主主＆び1足柄：に｜刻するWW(II百平r155ij三総JlilJf'.J

告示前 6り）

1)i往来助物の古川益段び｛別i¥1こ｜弘｜するWf(fl併r162{j'.総理府

~11,rえ tr.22 下J-)

動物の処分Jiil.に1i1する指針（、1i1t7年総f'HMf ';--*~40 

克服動物の制i1及び［以併に閣するJ占｛悼の併説 （f:l,J ！名実

！騒動物飼n'I忌・W・Ii肝究会．院修内i古l総fill大12:,'f日竹町官．

先行ぎょうせい.1980) 

I噌業動物のがl追及び似骨に関する _J.~；＇悼の解説（編集版

業動物飼；健保管研究会.，.~修内陪1総Jill.人·Ill’11m特~H宅ー

先行ぎょうせい.1987) 

Guide for the care and use of agricultural animals in agri-

cultural research and Leaching (1988. Consortium for 

Developing a guide for lhe Care and Use of Agricul :ural 

Animal in Agricultural Research and Teach-ing, USA) 

Guide for the care and use of laboralotγanimals (1996. 

Institute of laboratory animal resources, National 

Academy Press, Washington, D.C.) 

放射性｜司位Jじぷ叶：による欣射線開＇.＇；－の｜リj1tに｜対する法fl-t

(I昭和32千！工法律第167号）

制換えDNA実験指針（llfi.;fU55年内料！総聞大臣決定）

食品1/1:r'I－＝.法（ll百平11221ド法律ti1233り）

店f.'ijJ／~法（ llf｛羽128千r-法律~114 り）

'Iサ·／,j新Wi'.ll~ffx-1前1午別~'i"i ,i"l'.tl （、｜勺北14＇［＇.法 W：第70~c;-) 

位！日文！”l

必we二L必じて.;fr首』c,11に例えば”Allanimals received 

humane care as outlined in the Guide for the Care and 

Use of Experimental Animals (Animal Care Committee, 

National Institute of Livestock and Grassland Science) .. 

Xは・・この制首における動物実験は．独立行政法人民業

{ >'ZWiliJf究機構f在住山地研究所動物実験指針に基づいてな

された”と記•I配する I
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実験動物の飼養及び保管等に関する基準

部 l －般原Jlll

'i'i・I1HX・咋は．実験助物の生理．生態.i~／性等を£1]Ifq干し ．

,j（；，ひ’に愛’↑，＇iをもって制延し．及び利学｜二の平lj/11に(J｛する

よ4にううめるとともに.1’t(壬をもってこれをi呆竹；し．ソミ

ゐ＇＇！刷物 による人の’l：命．身体又は！［,j’ftに対するU'H及び

人oJ'U!iJ~Jt立のi'JH1を li/j11・.するようにううめること勺

;,j¥ ＇.！ 定.＆

｝のJ；~惟において‘次の作げに掛げる川請の；，'J：義｛ま．

,1・,,,1;. rt~；－に定めるところによる

(I z児峨助物 実l技苛ーの手11川に供するため．胞設で制民

】． ムくはi以作しているほ乳煩及びJiI主に属する動物

（胞設に導入するため｝｜輸送lいのものを合む。）をいう。

（才・ 児峨等 助物lを教ff.試験iりf究メは生物学的製剤の

'\t~ lt'lの灯lその他の科＇｝： I・ーの利川にfJ』することをいう。

（：い 胞設 実験!fi)J物の鯛i安打しくは保行又は実験等を1-i-

う／／i!i設をいう 吋

（い仇：町内・；I守： 竹FH行．実験!TUJ物竹flll行．克！験実施完投

び自，，］lを1片をいう

(51管内ti・')f.1波動物及び絶設を作flllするおをいう。

( （））’克服助物杭：川市 ~守P日行を Mill主し ． 実験動物の'1t・ I1ll

をm、’iする行をt、ぅ

(7 克服実施行 ')f験等をhうす；をという

（出店，iJ:i'書作 実験動物件f1l1荷メは実験実施需のドで'J::C！.予免

助物のfoiliをY..は保祈・に従・j吋・る1』？をいう

出：1 ,g.人に、竹たっての配1也

I 守VI!行＆び克服動物性：FU，・は.1/i!i，誌の屯地．整備状

i}l＆びかLi主能力、lf-.び｛二~験'J.fl/t!! frーが策定した：~j脆等

の，11’1'11i11守を勘案の I:J.E'.められた叶ぷffl!i，設の事業計耐

にJ占づき ．実験動物を導入するように努めることも

2 実駿動物の輸送に、＇，たる者は ，その輸送に吋たって

は．次の’Jrrfiに間立し .'k！殺到物の即時以び安全従

ぴに＇）｛：験動物による •Ji般の｜的 Ir:にううめること の

［）） 実験動物の波労及びJ削i'(Jをできるだけ小さくするた

め．なるべく傾L、II年11¥Jによる愉送Ji法を選ぶこと

12）輸送qiの克服動物には．必叫にJ必じて適切な制科及

び水の給＇J-を1i・うごと

(3）実験動物の＇！： PH.'!':.!IE. . 1勾’ドtて年：を考慮、の t，適切に

(ll(l平1155年3日27日総Jlll/f:f告示第 6け）

区分して輸送するんー法を採るとともに．愉迭に！日l、る

中両。容昂等l正＇ ~.~援助物の他J;)f及び安全を !i'(tf呆し．

~－び｛こ実験!fiM刻の｝脱出を防 1tするために必要な脱棋．

構造てすのものを選定すること。

(4）実験動物の微生物.Vi物せ；により即境が同染される

ことを｜防止するために必要な州，i~，·を講ずること

3 ~！.験動物11.：：耳11者・は. /fl!i設への実験助物の将人にちた

つては，必要に応じて適切な検疫を行い．実験実純

千T‘飼iきず1・及び他の実験動物のI出l,Jtを損ねることの

ないようにすること。

部 4 実験動物の陛rn＆ぴ安全の保持

1 特別！有は.;Jミ験動物に｜刻する知識及び経験を有する

t.・を',)1,！験助物WJ:111行に充てるようにすること

2 管J'H.f；は ’J.f'J波動物の制普及びi呆1＇°＇；：については そ

の＇l'.J'fjl,11：態．｛世WI；等！こL必じて｝歯切な設備を設ける

ようにすること。

3 克！狭量b物行.fill お．克験克施荷及びfiii]ff －｛；は，次の・l~

.inに百’／1.立し．実験動物の健康及び安全の保持に勿め

ること。

(1)実験助物の生理，生態.1勾性？？；に応じ．かつ‘実験

叶；のLI(I'~に支附を及ぽさない祖問で．適切に飼料以び

本の給＇Jーを11二うこと。

(2）完！験動物が~！.彼等の II 的に係る疫病以外の疫病にり

j↓iすることを予防する苛：必要な他／，J.f竹内を行うごと

抗5 完l娩~－－＜；，の五Jll!i I・.の配慮＆ぴ終 f僚の処ii'i'.

1 'k験実施計は，克験当・の｜←｜的を述ばするために必要

な範Ii月で・・x験車b物を過．切に利用するようにううめるこ

とa

2 ’~験動物管n 市又は実験実施｛；·／；！：，次の事項に留芯；

レ ：i坊主てす：の実胞及び実験等の終 fi去の処置に、＇，た

るようにう7めること

(1）克！験等に当たっては．その実験等の日的に支怖を及

ぼさない随ltr-1で麻酔薬せ－を投りすること等によりでき

る｜出り’克服動物に ，・日.：耐をりえないようにするととも

に.w品等適切な処世を掠ること。

(2）実験等を終 fし， Xは：11断した実験ill））物を処分する

ときは官述やかに致死i'i1以 I・.の麻薬悼の股与．又は到
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椛JI託日笥；によって 'J~験動物にできる ｜拠り，＇·'i~Ji·j を 5・え

ないようにすること

(3）’X験動物の死体については．適切な処i1’tを講じ．人

の他／；jf7-泣び＇I：：活関j立を損なうことのないようにするこ

と

;n 6 1店主？｜リj，，て

1 管思！ii•て号；は . ＇.実験動物の制ti及びi間判長びに克服てす

にl見l係のない行が;)sf験動物に依することのないよう

必暁な！i''i"h~e を，i昨ずること

2 実験動物'1可：叫t.・.~！娘夫胞1持政ぴ自riJ 1室内は．次によ

り．利IIに実験動物Jによる危：！？｜りj止に必明な間報の

J1iWtを行うようにちうめるごと

(1）実験動物：；りfl行は．’克服＇k施行に対してった験動物の

rrx:J投いん？去についての仙報を船供するとともに．州i霊

行に対し．その制i1Xはl栄作についての必~な指呼を

ffうこと。

(2）実験実施r.・1は 実験動物符.£111仰こ対してった験叶；に平IJ

)IJしている実験動物についての’情報を提供するととも

に，制足首に対し．その飼錐メはl以n：について必！症な

指導を行うこと。

(3）伽iJ:i'tr''r'I；実験動物竹｝111行及び実験実胞斤に対して

実験動物Jについての状況を組合－するとと

3 干：：f'l' ri· 臼t ’完！峨ill1件物－~；カ、らの1主~，iJのり

め．実験!WJ!防相・上＇11f'i ＆び伽l11行の他慌について必叫

な｛住LJH守f'IIを行うこと。

4 作J~l計叶ーは； ’）ミ！.狭!fVJ物が保管JJ,}f,Jj・からJI山I＇，しないよ

うな必 '.lJ_（な附Vi を，：，•，iずること 。

5 折里~l 指は. 'k！，験虫／J物が脱出した場介の措ii"1について

あらかじめ対策を，i存じ. ・J正故の｜山｜｜ニに努めること

6 竹内r，は， J也i,2，火災＂.1r；；のJ1,,m災；i子に対して限るべ

き緊急！i'','Wtを3じめ， JIミ防災’J；が1色＇1：：したときは。述

やかに克験動物を i抗告し ι 及び’長験動物による • J f故

の｜リj，，てにううめること

第7 生活関境の保全

行f_ll1者叶：は‘ った験動物のVif均等の適切な処型を1i"い，

tえび｝j伝説を常にi,'fi紫にして微’t物等によるJ.;JJ立の汚染．

J忠良の党セ等を1,JJ,J：し．、｝長びに1庖設の終日／，等により騒f'i"

の｜拘iJ：を｜支｜ることによって ，生W;f当JJ;立の保全にう7めるこ

と。

出8 ＇~！験動物件i,.P有者の採るべきも＂iii可

’＇）ミ！！＇j;依存のため（;r.乳矧及びμ知l二Mする動物を＇ t,)rtする

白｛正．次の’J手耳jに間足；し．動物の＇ IてFil.生態. rm，~す を

里ll併し．及び愛Mをも って倒産するようにううめるととも

に. i.'..tfモをも ってこれをi栄4守すること。

(1）動物のノj:J!ll.生態.¥.l>i''!'I：等に応じた適切な胞設を設

け 適切に飼料及び水の給与を行い， ill.I）物が疾梢にり

jιすることを予防する等必要なt,%"1＇.をよ／¢ずる二と

(2) 'J::荊E辺地の保全のため．動物のVi物？）；の適切な処J'll

を行い. J.kび生I恨のぬを常に出潔にすることにより．

I;i境のVimのド/j,1二に勿めるとともに．生ri'lに従 自作する

{i・の動物からの疫病のりfむを予防する咋必質なl也1,ffW

J盟をtI・ うようにううめること

郁 9 Ml l!IJ 

杭.fll1行等は．ほ乳iriJ.kび，日間に属する動物以外の動物

のゾミ験等を手11川する助作においてもとのW¥1,a），也円にiけ

って1,"nr，＇するようにううめること

t,i°¥10 J直JIJI徐外

1 このJ占巾は．市，1去に聞する削fr1可：川！の敦子ff；・しくは

試験研究メは市川2に｜央｜する背伸改良を行うことを11

的として削倍し．又は1別守する’jピ・験動物の杭：I'llft苛；

には適川しなl

2 このJ,HI＼は ’HIE.の1/M?lをtlうことを｜｜的として削

iをし．メはl!+H'fする克服~J.J物の竹f'll 行叶．には迎JIIし

ない ただし．、』，;1$.；’＇）（蛾助物に係るかuj普及び保竹・に

｜民lする品市については.}J毛，，之動物写のftHJ追及びi以w
に｜刻するW-Vi(I昭和511下総.flHJf:f;1；・心部 7り）の第 3

( 1を｜徐く ），第 4( 1の（3). (4）及び4を｜徐〈 ）

都6及び節7の2に〉とめる’Joriをill¥川する
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産業動物の飼養及び保管に関する基準

出1 一般原川

相；翌日荷及び飼J'i台は 産業動物の生里ll.生態.；行竹下

をJ-111/ql／し，かつ，愛情をもって制tをするようにううめると

ともに.l'U壬をもってこれを保干；：し. ,)n~動物による人

の生命．身体｝くはl!l1）？；に対するH’,I;-,＆び人の午前開境の

i可制iを｜リJti：するようにううめること

都2 ）主投

ごのJJiif＇，において＇ ；欠の作IJにmげる川，j/1の芯：J相手．

,1,, ,1車名りに定めるところによる

( 1) p注業!ll)J物 政.tて字の平I］川にfJけーるため，削遅し ι 〉〈

はf~H『：しているほ乳}Jj及び.r.》矧に鴎する 101物をいう 。

(2）胞投 ,:t活動物の制？ixはf~Wをh・うための施設を

i、つ。

(3) 'IT ffl[お mXi.llJJ物及び施設を杭：Pllするおをいう

(4）角i］長行 1）？~業動物のfl日JjをメはCfH＇：；：にtit’j吋’る行をい

つ。

立＼ 3 1不法!P)JttJの ti'ti生竹内及ひ，·J.i全のf~-t.'f

1 o/;' 1'111 /1店主び.r.,iJi'f荷は， Jl?lJi動物の迎，Eな釘l琵メは！日

析を行うため， ，m業1!JJ物のWr'l：：杭刊Ukぴ安全の保持

に！品｜するj司I織と技術Iを問符するようにううめること

2 作fll[trは.PLJ能動物の倒産メは保管に吋たっては．

必要にJ必じてilti’1：＿竹内！及び安全の保持｛こ必要な設備

を設けるようにううめること

3 併J-11!f'i 1ft..ひ百，lJ'f T片は．従業刷物のlJ己l1iJの J',l:Ji1ft..び均’

’I＝.出の！Vil徐のため.11 'li'fの1/ti’tn子'IJにううめるととも

にφ1Jihi,jにかかり．メはnmした1｝在来日w物に対して

は．述やかに適切なti11iii'i'.を品じ.Pt』＝量／Jヰ争Jの／：＇ti

PH及び安全のi民t－~に，%めること 0

4 骨flH/11ft..びfi;ri]避すfは．作業動物の使役叶；の平tJJIHこ、II

たっては.!1i'L:t動物の安全のf与i持及び，：安業!IV)物にあI

する店仰の｜拘｜｜；にううめること

抑 4 砂入・愉iliに、，.，たっての配慮

1 作Jll¥-ri－，ま．施，l'lのω也＇ i史的状況1ft..び制iを能）Jを肋

家し. P'fi.~1~J物を将人するように%めること

2 4キJIH 計は．胞I没への賄業1~J物の将人に、可たっ ては．

必叫に応じて適切な1!ti'I三検併を行うようにううめるこ

(1111布162"1三10日9II 総.fll[/r:f;1;. ,1ミ第22リ）

と

3 1主J長動物の輸送！こ、11たる行は．その輸送に当たって

｛ま. P~i業1VJ~初の衛生作PHJ.kび安全の保持に%めると

ともに， iin業動物Jによる’J~，牧のfi}j ，，づにううめること。

部 5 ft'.!:~ lf-li/j 11: 

1 ・W.fllllnt. 11託業!FJJ物からの校高~にかかることを子IVJ

するため守杭：｝11！背反ぴがJi安打の（辿l,Jtについて必世な

仏ltl,ji竹JI!!を行うように努めること

2 '1¥l司H針及び倒産/iii' ff｛~動物が施設から脱出しな

いように内山位すること

3 行.flP.占は.J山，）L火災苛：の.Jl'-'lit災＇,i}がff'I＇.したとき

lま，；£やかに作業動物を似品し．占えび11(€;t：動物によ

る・J＇般の li}j11：にううめること

出6 佐川崎脱の保全

行fl日行投ひ＇flr,Jjを行は.1＞在来1VJ物の＋JI，：せつ物の適切な処

J-lH ＇従業動物による l店内・の防止で宇佐間関J立の保全にううめ

ること。

第1 両n川

竹内向・及ひ’ft1iJJを削ま．［ま礼町[J.止ひ’，U,W！こMする！！VJ物以

外の動物をJ)'(l~~rf Iこ干IJJ IIする似合においても ． このJ，~i\11

0）佐行に治ってJ作附するように%めること


